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新型インフルエンザの対応について 
 
 
 

平素は、本校の教育活動にご理解ご協力をいただき、ありがとうございます。 
さて、今般、国のインフルエンザに関する対処方針の改定があり、大阪府教育委員会

より対応について下記の通り変更の指示がありましたので、お知らせいたします。 
なお、現在もインフルエンザの罹患者が増え続けている状況です。ご家庭におかれま

しても今後とも感染予防にご留意いただき、適切な対応をお願いいたします。 
 

 
記 

 
 

濃厚接触者（インフルエンザ罹患者の同居家族である生徒）を、発症した日の翌日か 
ら原則７日間、自宅待機（出席停止の扱いにする）に協力をお願いしておりましたが、 
１０月２７日（火）より、通常通り登校可とします。自宅待機の必要はありません。 

 
 
※ ただし、発熱及び急性呼吸器症状（鼻汁・鼻閉・咽頭痛・咳）がある場合は、登校

せず、速やかに医療機関を受診してください。【必ず電話をして、受診方法の指示を聞

いてから、受診してください。】 
また、欠席される場合は、必ず学校へ早めにご連絡ください。 

 
 
 
 

連絡先  東淀川高校 06-6391-2427 
 


